
 
第 4回 JSPOス少発第 38号 

令 和 4 年 5 月 6 日 

 

 市区町村スポーツ少年団 本部長 様 

 

公益財団法人日本スポーツ協会  

日 本 ス ポ ー ツ 少 年 団  

 本部長   泉  正 文   

 

ウクライナへの義援募金について（依頼） 

 

 平素から当協会スポーツ少年団諸活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、ご承知の通り、ウクライナでは、2022年 2月に始まったロシアからの軍事行動により、

子どもや民間人を含めた多くの犠牲者が出ており、多くの国民が避難を強いられている状況に

あります。 

このことに関し、当協会では令和 4年 4月 22日付「第 4回 JSPO財会発第 11号通知」（以下

「財会発第 11号通知」という。）により、都道府県体育・スポーツ協会をはじめとする加盟団

体等に対し、義援金の募集を行っております。 

つきましては、単位スポーツ少年団に対する義援金の周知について、下記の通りご理解とご

協力のほどお願い申し上げます。 

なお、既に「財会発第 11 号通知」等に基づき周知にご協力いただいている場合は、重複す

る内容でのご依頼となり誠に恐れ入ります。何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．義援金募集概要 

  別添「第 4回 JSPO財会発第 11号通知」及び「ウクライナへの義援募金について」

を参照ください。 

  当協会 HP（下記 URL）でもご案内しております。 

  https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4561 

 

２．単位スポーツ少年団への周知について 

   別添「ウクライナへの義援募金について」の内容をご所属の単位スポーツ少年団へ

ご案内くださいますようお願い申し上げます。 

なお、日本スポーツ少年団では「スポーツ少年団登録システム」のログインページ

において、令和 4年 5月 9日を目途に義援金募集のご案内を掲載する予定です（別添

「スポーツ少年団登録システムイメージ図」参照）   

※令和 4年度の登録手続き期間中でもございますので、単位スポーツ少年団へのご案内方

法等は市区町村の実情に応じてご対応ください。 

  

【義援金に関する問合せ先】 

財務会計課 E-mail：zaimugienkin@japan-sports.or.jp 

【本通知に関する問合せ先】 

少年団課  E-mail：jjsa@japan-sports.or.jp 

 

https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4561

